
今月の予定です

５月１４日 (土 )

DVD視聴と意見交換 ” 中国の友よ君はそれで幸せなの？”

13:30～16:00

南地域九条の会

art9noda.html.xdomain.jp

九条通信配布・ボードでアピール

５月１９日 (木 )

６月 ５日 (日 )

13:30～15:30

  野田・九条の会 ５月例会
野田・九条の会

川間駅 北口

南部梅郷公民館

_皆さん 気軽に参加ください _

　意見交換「核」核共有、原発など　
欅のホール 研修室

９の日
行 動

野田・九条の会

13:30～16:00
「ユージン・スミスの水俣」

不要・怖い！緊急事態条項シリーズ 私たちの憲法

自民党案は大日本帝国への回帰
　自民党は災害を理由として憲法に緊急事態条項を入れようと’１２年案
また’１８年案を提示しています。前者は本音を、後者は国民に抵抗感が
出ないよう簡略化しています。怖い狙いが分かりやすい’１２年案を見て
みましょう。

＜…特に必要があると認めるときは…緊急事態の宣言を発する
   ことができる。＞

　自民提示案はコロナ感染における緊急事態宣言とは全く異なるもの
で、自民条項案を認めてしまえば、日本は専制国家そして独裁国家へ
と変貌し、その姿は「緊急勅令」ほかが存在した大日本帝国憲法下の
一世紀前に戻ってしまいます。当時の国民は国家権力に言論の自由、
報道・表現の自由を極端に制限され従わされてしまいました。このい
つか来た道を再現させてはなりません。この条項は不要で、緊急時に
は法律の事前準備と緊急集会で十分対処できます。

　９８条で内閣の一存で宣言するといい、９９条で思うがままの法律を
作り、それを全国民に従わせると言っています。

＜…内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することがで
    きる…＞　３項は＜…何人も…国その他公の機関の指示に従
　  わなければならない。＞

ー案ー
99条

ー案ー
98条

▶▶▶ ◀◀◀

５月８日 (日 )

５月９日 (月 )

コ
ロ
ナ
の
感
染
状
況
で
変
更
・
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

13:30～16:30

16:00～17:00

DVD視聴と意見交換

南部梅郷公民館 南地域九条の会

　テレトーク

Google meet

ちょっと硬派な
「おしゃべりカフェ」

n.katagiri88@gmail.com《申込み先》

野田・九条の会
( 片桐 )
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